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一
般
質
問

室
伏
友
三
議
員

　

国
旗
と
し
て

の
日
の
丸
は
、

﹁
国
旗
及
び
国
歌

に
関
す
る
法
律
﹂

が
、
1
9
9
9

年
８
月
に
公
布

さ
れ
正
式
に
認

め
ら
れ
、
現
在

に
至
っ
て
い
ま

す
。
国
家
国
益

論
が
叫
ば
れ
て

い
る
昨
今
、
町

内
の
公
共
施
設

に
、
国
旗
で
あ

る
日
の
丸
を
常
設
的
に
掲
揚

し
て
は
ど
う
か
と
考
え
ま
す

が
、
現
状
と
考
え
を
伺
い
ま

す
。Ａ

　
本
町
に
お
け
る
国
旗
掲
揚

の
現
状
と
し
て
は
、
雨
天
な

ど
の
場
合
を
除
き
、
第
１
庁

舎
の
屋
上
に
あ
る
掲
揚
ポ
ー

ル
に
、
国
旗
及
び
町
旗
を
掲

揚
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
本
町
で
開
催
し
て

い
る
消
防
出
初
式
、
敬
老
の

つ
ど
い
、
町
民
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
の
多
く
の
町
民

が
つ
ど
う
式
典
や
催
事
に
お

い
て
は
、
会
場
に
国
旗
及
び

町
旗
を
掲
揚
し
て
い
ま
す
。

　
本
町
の
公
共
施
設
の
国
旗

掲
揚
ポ
ー
ル
等
の
設
置
状
況

で
す
が
、
町
立
小
中
学
校
を

は
じ
め
、
ス
ポ
ー
ツ
大
会
な

ど
が
開
催
さ
れ
る
「
ゆ
め
公

園
」
に
は
設
置
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
地
区
会
館
や
保
育
園

な
ど
の
施
設
に
は
、
設
備
が

あ
る
と
こ
ろ
と
無
い
と
こ
ろ

が
混
在
し
て
い
る
状
況
で
、

常
設
的
に
国
旗
を
掲
揚
し
て

い
る
施
設
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
役
場
本
庁
舎
以
外
の
公
共

施
設
で
の
国
旗
の
常
設
的
掲

揚
は
困
難
で
す
が
、
町
を
代

表
す
る
公
共
施
設
で
あ
る
役

場
本
庁
舎
に
は
、
今
後
も
継

続
し
て
掲
揚
を
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
ご
理
解
願
い
ま
す
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

　
町
民
カ
レ
ン
ダ
ー
の
祝
祭

日
へ
の
「
日
の
丸
マ
ー
ク
」

の
表
示
に
つ
い
て

　
学
校
に
お
け
る
「
国
旗
・

国
歌
」
の
在
り
方
に
つ
い
て

佐
藤
　恵
議
員

　

障
が
い
者
、

高
齢
者
に
優
し

い
ま
ち
づ
く
り

は
、
町
民
一
人
一

人
に
と
っ
て
も
、

優
し
い
ま
ち
づ

く
り
に
つ
な
が

り
ま
す
。

　

観
光
地
で
あ

る
湯
河
原
町
に

と
っ
て
は
、
最

も
大
事
な
観
点

だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
こ
れ

ま
で
に
運
動
機

能
が
低
下
し
て

い
る
町
民
の
方

々
か
ら
、
役
場
の
坂
を
登
る

の
が
大
変
な
の
で
、
玄
関
の

近
く
ま
で
、
ぜ
ひ
手
す
り
を

造
っ
て
ほ
し
い
と
の
お
声
を

聞
い
て
い
ま
す
。

　

役
場
庁
舎
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
の
現
状
の
改
善
に
つ

い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え

を
お
持
ち
で
す
か
。

Ａ
　
役
場
庁
舎
は
、
建
設
か
ら

長
い
年
月
を
経
過
し
て
い
る

建
物
も
あ
り
、
改
修
し
に
く

い
面
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
者
、

障
が
い
者
の
方
へ
配
慮
し
た

改
修
を
進
め
る
こ
と
は
、
町

民
の
方
は
も
と
よ
り
、
本
町

は
観
光
地
で
あ
り
ま
す
の
で
、

お
客
様
を
お
迎
え
す
る
心
に

も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

役
場
庁
舎
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
に
つ
い
て
は
、
一
気

に
進
め
る
こ
と
は
難
し
い
で

す
が
、
高
齢
者
、
障
が
い
者

の
方
に
や
さ
し
い
施
設
を
目

指
し
、
で
き
る
限
り
創
意
工

夫
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
庁

舎
内
外
に
設
置
し
て
あ
る
案

内
サ
イ
ン
等
の
検
証
を
行
い
、

障
が
い
者
用
の
駐
車
場
の
案

Q

Q

公共施設での国旗の常設的掲揚について

町民の心身の状態に応じた
　　　　　　　　町政の展開について

12
月
定
例
会
・
１
月
臨
時
会

　
平
成
23
年
第
６
回
湯
河
原
町
議
会
12
月
定
例
会
は
、

11
月
28
日
か
ら
12
月
８
日
ま
で
の
11
日
間
（
本
会
議
開

催
３
日
間
）
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
定
例
会
で
は
、
条
例
、
補
正
予
算
な
ど
議
案
８

件
を
審
議
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
平
成
24
年
第
１
回
湯
河
原
町
議
会
１
月
臨
時

会
は
、
１
月
17
日
に
開
催
さ
れ
、
補
正
予
算
１
件
を
審

議
し
ま
し
た
。

※
一
般
質
問
と
は
…

　
議
員
が
本
会
議
で
、
議

長
の
許
可
を
得
て
、
町
政

全
般
（
一
般
事
務
、
事
業

の
執
行
状
況
、
将
来
に
対

す
る
方
向
性
な
ど
）
に
つ

い
て
、
町
長
な
ど
執
行
機

関
の
考
え
・
方
針
を
議
員

個
人
と
し
て
質
問
す
る
こ

と
で
す
。

　
質
問
内
容
は
、
あ
ら
か

じ
め
議
長
に
通
告
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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一
般
質
問

内
板
の
設
置
な
ど
、
見
や
す

く
分
か
り
や
す
い
も
の
に
変

更
を
加
え
、
庁
舎
玄
関
ま
で

の
動
線
を
検
討
し
、
歩
行
者

レ
ー
ン
の
カ
ラ
ー
舗
装
や
手

す
り
を
部
分
的
に
設
置
し
て

い
く
な
ど
、
で
き
る
こ
と
か

ら
順
次
、
改
修
を
行
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

丸
山
孝
夫
議
員

　
こ
こ
は
、
東
急

電
鉄
が
売
却
し

た
場
所
で
、
買
っ

た
方
が
、
あ
れ

こ
れ
し
た
い
と
い

う
の
は
当
然
の
こ

と
で
す
。
タ
ー

ン
パ
イ
ク
の
南
側

で
、
国
立
公
園

特
別
地
区
に
指

定
さ
れ
、
県
吉

浜
自
然
環
境
保

全
地
域
で
町
風

致
地
区
で
も
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
場
所
は
、

保
安
林
指
定
さ

れ
て
い
れ
ば
、
こ

ん
な
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
や

は
り
水
源
か
ん

養
保
安
林
の
指

定
を
働
き
か
け

て
い
く
こ
と
で

す
。

　

我
々
の
貴
重

な
こ
の
水
を
将

来
の
子
々
孫
々

に
伝
え
て
い
く

た
め
に
は
、
二

度
と
こ
う
い
う
事
が
起
き
な

い
よ
う
、
ど
う
し
た
ら
い
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
歴
史

の
審
判
に
耐
え
ら
れ
る
答
弁

を
期
待
し
ま
す
。

Ａ
　
当
該
地
域
の
よ
う
に
、
法

令
上
の
い
わ
ゆ
る
「
網あ
み
」
が

複
数
か
か
っ
て
い
る
地
域
に

お
き
ま
し
て
は
、
届
出
の
際

に
は
、
関
係
機
関
と
連
携
を

密
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　
保
安
林
の
指
定
は
、
森
林

所
有
者
の
意
向
も
あ
り
、
今

後
、
指
定
の
必
要
性
、
種
類

な
ど
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
森
林
所
有
者

等
が
行
う
伐
採
に
つ
い
て
は
、

法
令
順
守
を
徹
底
し
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
森
林
の
持

つ
水
源
か
ん
養
、
災
害
防
止
、

地
球
温
暖
化
防
止
な
ど
、
多

面
的
な
機
能
が
持
続
的
に
発

揮
さ
れ
る
よ
う
地
域
住
民
の

皆
様
に
も
啓
発
し
、
森
林
が

も
た
ら
し
て
き
た
計
り
知
れ

な
い
恵
み
を
思
い
、
森
林
を

守
り
育
て
る
心
を
将
来
の
世

代
に
引
き
継
が
ね
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

山
本
俊
明
議
員

　
近
年
、
歳
入
の

自
主
財
源
が
減
少

傾
向
に
あ
り
ま
す

が
、
平
成
24
年
度

の
予
算
編
成
に
当

た
り
、
そ
の
対
策

は
ど
の
よ
う
な
状

況
に
な
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

A　固
定
資
産
税
は
、
平
成
24

年
度
が
３
年
に
一
度
、
評
価

額
を
見
直
す
評
価
替
え
の
年

に
当
た
り
、
平
成
23
年
度
対

比
で
、
１
億
円
を
超
え
る
額

が
減
少
す
る
見
込
み
で
す
。

　
ま
た
、
都
市
計
画
税
も
、

平
成
23
年
度
対
比
で
、
２
，０

０
０
万
円
を
超
え
る
額
が
減

少
す
る
見
込
み
で
す
。

　
個
人
住
民
税
は
、
年
々
給

与
所
得
者
が
減
少
し
、
給
与

自
体
も
減
少
傾
向
に
あ
る
こ

と
か
ら
、
平
成
23
年
度
対
比

で
７
０
０
万
円
を
超
え
る
額

が
減
少
と
な
り
、
町
税
全
体

で
は
、
1
億
３
，０
０
０
万

円
を
超
え
る
額
が
減
少
す
る

見
込
み
で
す
。

　
平
成
24
年
度
は
、
町
財
政

の
根
幹
で
あ
る
税
収
の
減
少

に
よ
り
、
厳
し
い
財
政
状
況

を
強
い
ら
れ
る
こ
と
が
予
測

さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処

す
る
た
め
に
よ
り
確
実
な
税

収
の
確
保
が
不
可
欠
と
な
り

ま
す
。

　
そ
こ
で
新
た
な
滞
納
の
発

生
を
抑
え
る
た
め
、
そ
の
実

態
を
早
期
に
見
極
め
、
迅
速

な
滞
納
処
分
の
執
行
に
努
め
、

滞
納
額
を
最
小
限
に
と
ど
め

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
滞

納
整
理
の
先
進
地
で
あ
る
千

葉
県
市
川
市
の
徴
収
体
制
を

参
考
と
し
て
平
成
24
年
度
に

は
、
徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を

導
入
し
、
町
職
員
と
は
異
な

る
角
度
か
ら
の
滞
納
処
分
は

も
と
よ
り
、
現
年
課
税
分
に

つ
い
て
も
、
確
実
な
徴
収
実

績
を
残
せ
る
よ
う
努
め
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

防
犯
灯
等
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
型
化
・

ソ
ー
ラ
ー
発
電
型
化
に
つ
い

て

Q 新崎川源流の水源地帯の森林が、自然公園法による許認可申請が
　　　　　国に提出されず違法伐採されているが、町の対応について　

Q 平成24年度の
　当初予算編成について

湯河原町役場
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小
澤
眞
司
議
員

　
新
聞
で
は
、
セ

シ
ウ
ム
1
3
4

が
、
沖
縄
か
ら

北
海
道
ま
で
全

国
の
町
村
に
広

が
っ
て
き
て
い
る

と
報
道
さ
れ
て
い

ま
す
。
セ
シ
ウ
ム

1
3
4
は
、
半
減

期
が
２
年
で
す
が
、

セ
シ
ウ
ム
1
3
7

は
、
30
年
で
す
。

　

湯
河
原
で
も

５
月
８
日
に
お
茶
の
放
射
能

問
題
が
発
生
し
、
南
郷
茶
園

は
、
お
茶
を
刈
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
今
、
屋
根
や
壁
に
か
か
っ

た
セ
シ
ウ
ム
が
、
水
を
つ
た

わ
っ
て
、
地
上
に
流
れ
て
く

る
こ
と
に
よ
り
、
放
射
能
の

値
が
上
が
っ
て
き
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
報
道
も
あ
り
、

当
町
に
お
い
て
も
放
射
能
の

値
が
上
が
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
よ
う
な
心
配
を
し
て

い
る
町
民
の
皆
さ
ん
方
が
多

数
い
ま
す
。

　
町
は
、
放
射
能
測
定
器
を

早
急
に
買
っ
て
、
セ
シ
ウ
ム

の
値
を
公
表
し
、
町
民
の
皆

さ
ん
方
の
質
問
に
答
え
て
い

く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
点
に
つ
い
て
、
町
の
考
え

を
伺
い
ま
す
。

Ａ
　
国
や
県
の
実
施
を
含
め
た

放
射
能
測
定
結
果
か
ら
、
本

町
周
辺
の
空
間
線
量
は
、
普

段
生
活
す
る
上
で
問
題
と
な

る
値
は
出
て
お
ら
ず
、
問
題

は
な
い
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
検
査
結
果
を
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
出
す
る

な
ど
情
報
発
信
し
、
町
民
及

び
来
訪
者
の
方
々
の
不
安
の

軽
減
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
放
射
線
測
定
器

を
導
入
し
、
マ
イ
ク
ロ
ス

ポ
ッ
ト
と
な
り
や
す
い
と
思

わ
れ
る
場
所
を
測
定
し
、
結

果
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
に

よ
り
、
町
民
の
皆
様
の
不
安

を
少
し
で
も
解
消
す
る
よ
う
、

努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

　

湯
河
原
町
の
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
助
成
事
業
の
継
続

に
つ
い
て

委
員
会
だ
よ
り

　  

環
境
・
観
光
産
業

　
　

   

常
任
委
員
会

（
11
月
17
日
開
催
）

○
主
な
所
管
事
務
調
査

●
中
学
校
前
歓
迎
塔
整
備
事

業
に
つ
い
て

　
中
学
校
前
の
ジ
ョ
イ
ス
ク
エ

ア
側
と
ロ
イ
ヤ
ル
ハ
イ
ツ
側

の
２
箇
所
に
設
置
す
る
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
等
の
整
備
計
画
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

○
主
な
報
告
事
項

●
ご
み
収
集
運
搬
業
務
に
つ
い
て

　
ご
み
収
集
業
務
に
従
事
す

る
職
員
の
退
職
不
補
充
に
よ

る
減
員
と
車
両
の
老
朽
化
に

伴
う
民
間
委
託
範
囲
の
段
階

的
拡
大
を
含
め
た
平
成
24
年

度
か
ら
平
成
32
年
度
ま
で
の

ご
み
収
集
業
務
計
画
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

●
湯
河
原
産
の
茶
の
放
射
能

濃
度
の
検
査
結
果
に
つ
い
て

　
出
荷
制
限
が
指
示
さ
れ
て

い
る
湯
河
原
産
の
茶
に
つ
い

て
、
出
荷
制
限
の
解
除
に
向

け
、
10
月
に
実
施
さ
れ
た
秋

冬
番
茶
の
放
射
能
検
査
の
結

果
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
ま

し
た
。

　

町
内
３
箇
所
の
茶
園
か
ら

採
取
し
た
茶
葉
を
荒
茶
に
し

て
検
査
し
た
結
果
、
放
射
性

ヨ
ウ
素
は
、
定
量
限
界
値
に

満
た
な
か
っ
た
も
の
の
、
放
射

性
セ
シ
ウ
ム
は
、
１
箇
所
の

茶
園
か
ら
食
品
衛
生
法
上
の

暫
定
規
制
値
以
上
の
数
値
が

検
出
さ
れ
た
た
め
、
引
き
続

き
出
荷
制
限
と
な
り
ま
し
た
。

（
12
月
１
日
開
催
）

○
主
な
所
管
事
務
調
査

●
湯
河
原
町
指
定
下
水
道
工

事
店
等
に
対
す
る
処
分
の
基

準
に
つ
い
て

　

平
成
24
年
４
月
1
日
か
ら

施
行
予
定
の
処
分
基
準
（
案
）

に
つ
い
て
審
議
し
ま
し
た
。

●
汚
泥
焼
却
施
設
調
査
及
び

工
程
変
更
に
つ
い
て

　
施
設
調
査
の
結
果
、
新
技

術
導
入
に
伴
う
焼
却
炉
の
機

種
選
定
と
工
程
変
更
に
つ
い

て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

○
主
な
報
告
事
項

●
湯
河
原
町
観
光
立
町
推
進

計
画
に
つ
い
て

　
「
湯
河
原
観
光
の
現
状
と

課
題
」「
湯
河
原
観
光
の
目

標
」「
基
本
目
標
実
現
に
向

け
た
施
策
」
に
つ
い
て
の
中

間
報
告
と
湯
河
原
町
観
光
立

町
推
進
会
議
の
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
報
告
を

受
け
ま
し
た
。

●
平
成
23
年
度
梅
の
宴
行
事

実
施
計
画
に
つ
い
て

　

平
成
24
年
２
月
４
日
（
土
）

か
ら
３
月
11
日
（
日
）
ま
で

開
催
さ
れ
る
梅
の
宴
の
イ
ベ
ン

ト
の
内
容
や
教
育
セ
ン
タ
ー

の
駐
車
場
を
開
放
し
、
シ
ャ
ト

ル
バ
ス
で
送
迎
を
行
う
パ
ー

ク
＆
バ
ス
ラ
イ
ド
等
の
実
施

計
画
に
つ
い
て
報
告
を
受
け

ま
し
た
。

●
湯
河
原
町
中
小
企
業
融
資
制

度
利
子
補
給
事
業
に
つ
い
て

●
県
砂
防
事
業
に
つ
い
て

●
駅
前
広
場
整
備
基
本
計
画

（
案
）
に
つ
い
て

Q 町内の放射能の測定に
　　　　　　　　ついて
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総
務
文
教
・
福
祉

　
　
　
常
任
委
員
会

（
12
月
５
日
開
催
）

○
主
な
所
管
事
務
調
査

●
湯
河
原
町
非
常
勤
の
特
別

職
職
員
（
嘱
託
員
）
の
任
用

に
つ
い
て

　

平
成
24
年
度
か
ら
弁
護
士

の
資
格
を
有
す
る
者
を
非
常

勤
の
特
別
職
職
員
（
嘱
託
員
）

と
し
て
任
用
す
る
計
画
に
つ

い
て
審
議
し
ま
し
た
。

●
湯
河
原
町
第
３
期
障
が
い

福
祉
計
画
に
つ
い
て

　
平
成
24
年
度
か
ら
平
成
26

年
度
ま
で
の
３
年
間
の
障
が

い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量

等
を
設
定
す
る
第
３
期
障
が

い
福
祉
計
画
の
基
本
理
念
・

計
画
概
要
・
計
画
作
成
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
説
明

を
受
け
、
審
議
し
ま
し
た
。

●
湯
河
原
町
老
人
保
健
福
祉

計
画
（
第
５
期
介
護
保
険
事

業
計
画
）（
素
案
）
に
つ
い
て

　
平
成
24
年
度
か
ら
平
成
26

年
度
ま
で
の
３
年
間
の
湯
河

原
町
老
人
保
健
福
祉
計
画
の

素
案
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、

審
議
し
ま
し
た
。

○
主
な
報
告
事
項

●
広
報
ゆ
が
わ
ら
6
0
0

号
に
つ
い
て

　
平
成
24
年
１
月
号
6
0
0

号
と
な
る
「
広
報
ゆ
が
わ
ら
」

の
記
念
企
画
の
内
容
の
説
明

を
受
け
ま
し
た
。

●
気
象
庁
震
度
計
（
観
光
会

館
）
の
移
設
に
つ
い
て

　
観
光
会
館
に
設
置
さ
れ
て

い
る
気
象
庁
の
震
度
計
が
役

場
へ
移
設
さ
れ
る
と
の
報
告

を
受
け
ま
し
た
。

●
箱
根
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
に

つ
い
て

　

平
成
24
年
度
に
日
本
ジ
オ

パ
ー
ク
認
定
を
目
指
し
設
立

と
継
続
中
の
検
討
事
項
で
あ

る
保
育
園
の
あ
り
方
、
ご
み

収
集
運
搬
業
務
の
２
項
目
に

つ
い
て
、
進
捗
状
況
と
今
後

の
取
組
、
計
画
等
に
つ
い
て

説
明
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
個

別
に
審
議
・
確
認
を
し
ま
し
た
。

町
税
等
徴
収
対
策

　
強
化
特
別
委
員
会

（
12
月
７
日
開
催
）

　

平
成
23
年
度
10
月
末
町
税

等
収
納
状
況
及
び
平
成
23
年

度
滞
納
繰
越
分
滞
納
者
に
つ

い
て
の
報
告
を
受
け
、
今
後

の
収
納
対
策
に
つ
い
て
審
議

し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
子
ど
も
手
当
か
ら

の
保
育
料
等
の
徴
収
に
つ
い

て
も
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

広
域
行
政

　
　
　
特
別
委
員
会

（
12
月
７
日
開
催
）

　
真
鶴
町
と
の
水
道
事
業
広

域
化
に
関
す
る
調
査
委
託
の

中
間
報
告
・
下
水
の
処
理
に

関
す
る
負
担
の
取
扱
に
つ
い

て
の
報
告
並
び
に
熱
海
市
と

の
緊
急
時
水
道
連
絡
管
の
整

備
計
画
・
し
尿
等
共
同
処
理

協
議
に
つ
い
て
の
報
告
を
受

け
ま
し
た
。

予
算
審
査
特
別
委
員
会

（
12
月
２
日
開
催
）

　
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

６
号
）
は
、
予
算
審
査
特
別

委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
補
正

予
算
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
全
委
員
か
ら
質
疑
が
出
さ

れ
た
後
、
採
決
の
結
果
、
原

案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と

に
決
定
し
ま
し
た
。

（
委
員
長
）　
丸
山
孝
夫

（
副
委
員
長
）　
土
屋
誠
一

（
委　
　
員
）　
山
本
俊
明

　
　
　
　
　
　
室
伏
友
三

　
　
　
　
　
　
村
瀬
公
大

　
　
　
　
　
　
佐
藤　
恵

　
　
　
　
　
　
原
田　
洋

　
　
　
　
　
　
小
澤
眞
司

（
主
な
質
疑
に
つ
い
て
は
、

８
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

さ
れ
た
箱
根
ジ
オ
パ
ー
ク
推

進
協
議
会
の
活
動
状
況
と
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
報

告
を
受
け
ま
し
た
。

●
国
民
健
康
保
険
特
定
健
康

診
査
・
後
期
高
齢
者
健
康
診

査
に
つ
い
て

　

平
成
25
年
度
か
ら
集
団
健

診
を
施
設
健
診
に
切
り
替
え

る
計
画
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
ま
し
た
。

●
新
崎
川
上
流
砂
防
工
事
に
伴

う
町
有
地
の
売
払
い
に
つ
い
て

●
外
部
調
査
に
係
る
損
害
賠
償

請
求
事
件
の
経
過
に
つ
い
て

●
保
育
園
の
入
園
申
込
み
に

つ
い
て

●
保
育
園
の
あ
り
方
に
つ
い
て

●
国
民
健
康
保
険
運
営
準
備

基
金
の
積
立
に
つ
い
て

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希

望
カ
ー
ド
の
配
布
に
つ
い
て

●
湯
河
原
町
民
体
育
館
の
利

用
状
況
に
つ
い
て

行
政
課
題
等
調
査

　
　
特
別
委
員
会

（
11
月
17
日
開
催
）

　
前
回
審
議
内
容
等
の
確
認
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「平成 22年度決算の主な事業と審議内容について」
　「平成 22年度湯河原町決算の概要」資料に基づき、第３回議会報告会では、決算審査特別委員会
委員長を務めた山本俊明議員が、第４回報告会では、同副委員長を務めた佐藤　恵議員が説明しま
した。
　決算審査特別委員会の役割、一般会計・特別会計・企業会計とはの説明、一般会計の歳入（自主財源・
依存財源）・目的別歳出（主な内容）、公債費と地方債現在高について説明、また、滞納状況につい
て説明し、議会でも町税等徴収対策強化特別委員会を設置し、徴収率向上に向け、対策を検討して
いくことを話した後、主要事業の概要と質疑の説明に入りました。
１　ＦＭ放送委託事業
２　湯河原町地域福祉センター整備事業
３　保育園設備整備事業
４　保育園耐震化事業
５　湯河原梅林パーク＆バスライド運行実験事業
６　公園遊具更新事業
７　公園遊具整備事業
８　海抜表示板整備事業
９　防災行政無線（固定系）再整備事業
　最後に、「繰越明許費」の用語解説をし、説明を終了しました。

「震災後の補正予算の主な事業と審議内容について」
　「震災後の補正予算の概要」資料に基づき、第３回・第４回議会報告会とも総務文教・福祉常任
委員会委員長の露木寿雄議員が説明しました。
　東日本大震災以降の一般会計の補正予算の概要を、「１ 震災関連」「２ 安全・安心関連」「３ 福
祉関連」「４ 一般」の４項目に分け、１の震災関連を更に　⑴被災者の支援　⑵町の復旧　⑶町の
活性化　⑷安全・安心の４つに区分して説明しました。
１　震災関連
　⑴　被災者の支援
　　①　町営住宅維持修繕事業
　　②　被災者一時受入助成事業（５月補正分）
　　③　被災者長期受入助成事業
　　④　緊急消防援助隊派遣事業
　　⑤　防災備蓄品購入事業
　　⑥　東日本大震災被災地寄附金
　　⑦　被災者一時受入助成事業（９月補正分）
　　⑧　消防団運営事務経費　消防団員等公務災害補償等
　　　共済基金負担金
　⑵　町の復旧
　　①　農林水産施設災害復旧事業

議 会 報 告 会 テーマ：「平成 22年度決算」及び
　「震災後の補正予算」の主な事業と審議内容

第３回議会報告会
　日　時：平成23年10月27日㈭
　　　　　午後７時5分～８時26分
　会　場：川堀会館２階大会議室
　出席者：14人（報道機関４社含む。）

第４回議会報告会
　日　時：平成23年10月28日㈮
　　　　　午後７時3分～８時33分
　会　場：地域福祉センター６階大会議室
　出席者：18人

第３回議会報告会（川堀会館）
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　　②　公共土木施設災害復旧事業
　　③　下水道事業特別会計繰出金
　　④　小学校施設災害復旧事業
　⑶　町の活性化
　　①　サマー＆オータムキャンペーン事業
　　②　商店街振興事業　地域商業活性化事業助成金
　　③　中小企業融資制度利子補給事業
　　④　住宅リフォーム助成事業
　⑷　安全・安心
　　①　海抜表示板整備事業
　　②　全国瞬時警報システム整備事業
　　③　環境衛生事務経費　農産物等放射能検査
２　安全・安心関連
　　　保育園耐震化事業
３　福祉関連
　⑴　ことばの教室整備事業
　⑵　健康増進事業　大腸がん検診（集団）
４　一般
　　環境保全推進事業　住宅用太陽光発電設備費補助金

　説明終了後、質疑を行い、町政に関する意見・提言の中で重要な項目について、町長及び教育長
に通知しました。

１
放
射
能
測
定
に
つ
い
て

　
公
共
施
設
の
細
か
い
所
や

給
食
食
材
の
放
射
能
測
定
を

早
急
に
実
施
し
て
ほ
し
い
と

い
う
要
望
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
保

護
者
へ
の
通
知
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
て
い
る
と
は
思
い
ま

す
が
、
更
に
安
全
・
安
心
の

観
点
か
ら
、
放
射
能
測
定
を

実
施
す
べ
き
と
こ
ろ
は
実
施

し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
周

知
を
図
ら
れ
る
よ
う
要
望
し

ま
す
。

２
地
震
・
津
波
の
際
の
避
難

場
所
・
避
難
経
路
に
つ
い
て

　
歴
史
や
過
去
の
文
献
な
ど

を
検
証
し
、
地
震
・
津
波
の

際
の
避
難
場
所
・
避
難
経
路

の
検
討
を
し
て
、
速
や
か
に

町
民
の
皆
さ
ん
へ
周
知
す
る

よ
う
要
望
し
ま
す
。

３
湯
河
原
中
学
校
の
安
全
対

策
に
つ
い
て

　
津
波
の
際
の
湯
河
原
中
学

校
の
生
徒
・
先
生
の
緊
急
避

難
場
所
と
し
て
、
校
舎
屋
上

の
安
全
性
を
確
保
す
る
よ
う

要
望
し
ま
す
。

第４回議会報告会（地域福祉センター）

議
会
報
告
会
の
結
果
を
踏

ま
え
、
町
及
び
教
育
委
員

会
へ
通
知
し
た
事
項

質疑内容と意見（要約）
№ 内　　　容

１ 学校、公園、公共施設などの細かい所や給食食材の放射能測定をやってほしい。

２ 昔の経験や歴史を検証し、地震の際の避難経路・避難場所の検討が必要

３ 危険な消防分団詰所の対応をお願いしたい。

４ 津波の際の避難場所の検討をお願いしたい。

５ 国民健康保険料の軽減対策の検討をお願いしたい。

６ ごみの収集問題について
　(1)　業者のごみが多いのでその対策を。
　(2)　不燃ごみ、粗大ごみの収集が分かりにくい。月１回では少ない。
　(3)　粗大ごみは、お金を出すことになっているので、研究が必要

７ 滞納金の内容と対策について

８ 避難場所としての湯河原中学校のあり方について

９ 町全体で、子ども達の教育にもっと力を注いでほしい。

10 議決された施策の内容や質疑の報告でなく、懸案事項に関する町民の考え、期待、要望等を聴くことに
意義があると思う。



【平成 23年 12月定例会】

【平成 24年１月臨時会】

会計名・補正額 概　　　要

一般会計（第６号）
（1,065 万９千円の減額）

障がい者自立支援給付等事業費の増額
中学校前歓迎塔整備事業費の増額
住宅リフォーム助成事業の増額
給与改定による人件費の減額　など

国民健康保険事業特別会計（第２号）
（462万８千円の増額）

介護納付金の増額　など

下水道事業特別会計（第３号）
（増減なし）

浄水センター維持管理事業費の増額
給与改定による人件費の減額　など

介護保険事業特別会計（第２号）
（12 万１千円の減額）

≪保険事業勘定≫（12万 1千円の減額）
給与改定による人件費の減額　など

≪介護サービス勘定≫（増減なし）
介護予防支援事業費の増額
給与改定による人件費の減額　など

水道事業会計（第１号）
（75万５千円の増額）

職員の異動等と給与改定による人件費の
増額

温泉事業会計（第 1号）
（134万３千円の増額）

職員の異動等と給与改定による人件費の
増額

会計名・補正額 概　　　要

一般会計（第７号）
（増減なし）

湯河原町真鶴町衛生組合負担金の増額
予備費の減額
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条
例
の
改
正

●
湯
河
原
町
表
彰
条
例

　
（
一
部
改
正
）

　
功
労
表
彰
の
必
要
在
職
年

数
を
変
更
し
ま
し
た
。

　
農
業
委
員
会
委
員

「
15
年
」
以
上
↓
「
12
年
」
以
上

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員

「
15
年
」
以
上
↓
「
12
年
」
以
上

　
区
長

「
12
年
」
以
上
↓
「
10
年
」
以
上

●
湯
河
原
町
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
等
（
一
部
改
正
）

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、

給
料
表
を
改
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
55
歳
を
超
え
る
職

員
の
昇
給
を
抑
制
す
る
改
正

を
し
ま
し
た
。

専
決
処
分
の
承
認

●
湯
河
原
町
消
防
団
員
等
公

務
災
害
補
償
条
例
及
び
湯
河

原
町
非
常
勤
職
員
の
公
務
災

害
補
償
等
に
関
す
る
条
例　

（
一
部
改
正
）

　
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一

部
が
平
成
23
年
10
月
１
日
に

改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

条
例
に
引
用
し
て
い
る
条
文

に
条
ず
れ
が
生
じ
た
の
で
、

10
月
31
日
に
専
決
処
分
し
た

こ
と
の
報
告
を
受
け
、
承
認

し
ま
し
た
。

専
決
処
分
と
は
、
･
･
･

　
議
会
が
議
決
す
べ
き
事

項
は
、
地
方
自
治
法
で
決

ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

議
会
が
成
立
し
な
い
、
あ

る
い
は
議
会
を
招
集
す
る

時
間
的
余
裕
が
な
い
な
ど

の
場
合
は
、
町
長
に
決
定

の
権
限
（
専
決
処
分
）
を

認
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
権
限
に
基
づ
き
決

定
し
た
場
合
は
、
次
の
定

例
会
に
お
い
て
、
議
会
の

承
認
を
得
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

補正予算が決まりました
　一般会計の主な質疑

・教育センター駐車場使用料と町民体
育館使用料

・電話交換用・災害対策本部用発電機
の購入

・高機能消防指令センターの指令台等
修繕料

・湯河原町社会福祉協議会補助金
・生活のしづらさなどに関する調査員
の報酬

・障がい者自立支援給付等事業
・図書館維持管理修繕料
・町民大学運営補助事業の補助金
・神奈川県市町村振興協会市町村振興
特別交付金

・防犯灯保守委託料
・湯河原町真鶴町衛生組合負担金
・町たばこ税
・防災行政無線デジタル化事業に係る消
防費国庫補助金の減と財源変更

・宿泊施設活性化事業費協力金
・電波障害地域戸別アンテナ設置工事
費等補助事業

・コミュニティバス運行事業

　一般会計の主な質疑

・粗大ごみ処理施設費負担金
・最終処分場と最終処分の方法
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　１月２日（月）、箱根駅伝の往路ゴール
付近の芦ノ湖畔で、湯河原みかん5,000
袋と観光パンフレットの配布を行う観光
キャラバンに有志議員５名が参加しまし
た。
　当日は、各議員も町長・副町長、町職員、
観光協会職員とともにみかんを配りなが
ら湯河原温泉の観光ＰＲを実施しました。

　平成23年11月25日（金）、箱根町立仙石原公民館におい
て、神奈川県町村議会議長会主催の自治功労者表彰式及び
町村議会議員研修会が開催され、全議員が出席しました。
　表彰式では、小澤眞司副議長が、町村議会議員として11
年以上在職し、地方自治の発展に顕著な功労があったと認
められ、表彰を受けられました。
　研修会では、講師の防災・危機管理ジャーナリスト渡辺実
氏による「東日本大震災に学ぶ」と題した講演を傾聴しました。

箱根駅伝観光キャラバンに
　　　　　　参加しました

自治功労者表彰式・
　町村議会議員研修会
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視察・研修の受入
　「議会基本条例」を全国で２番目
に制定した本町議会へ、視察・研修
（議会基本条例、議会改革、議会活性
化等）を目的に全国から多くの団体
が来町されています。
　平成23年は、13団体134人の受入
れを行い、そのうちの９団体が本町
に宿泊していただきました。

▲北海道　松前町議会　議会運営委員会（10月19日）

▲大阪府 島本町議会 総務文教常任委員会（8月19日）

▲宮城県 県北地方町議会議長会（10 月 26 日）




